
【佐用町行財政改革大綱（第４次）策定に向けた現在までの取組】 

 

１ 行財政改革推進本部会議（課長会共催、平成 31 年 4月 1 日） 

・第 4次大綱策定に向けてのスケジュールや体制決定 

・行財政改革推進ワーキングチームメンバーの選任依頼 

２ 行財政改革推進ワーキングチームメンバーを選任（令和元年 5 月 1日） 

３ 行財政改革推進ワーキングチーム会議（令和 2 年 2月 14 日） 

・第 4次大綱策定に向けてのスケジュールや体制説明 

・第 4次大綱策定に向けての職員提案・個別実施計画（案）の受付（3月 13 日まで） 

４ 行財政改革推進委員会（令和 2年 2月 27 日） 

・佐用町の財政状況と今後の見通しについて、財政室職員により説明 

・佐用町行財政改革大綱（第 4次）策定に向けての意見交換 

５ 人事異動に伴う行財政改革推進ワーキングチームメンバーの変更（令和 2 年 5 月 15 日） 

６ 行財政改革推進委員会（令和 2年 8月 27 日） 

・佐用町の財政状況と今後の見通しについて、財政室職員により説明 

・第 3 次大綱に基づく取組計画の進捗状況報告、意見聴取、第 4 次大綱策定に向けての

スケジュールや体制説明 

７ 行財政改革推進ワーキングチーム会議（グループワークシステムにて令和 2 年 10 月 1日

～10 月 15 日） 

・第 3 次大綱に基づく継続項目、行財政改革推進委員会での提言項目、近時の地方自治

情勢を反映した項目をもとに、個別実施計画（事務局素案）を提示。意見交換及び各

所属での内容確認依頼。 

８ 個別実施計画（ワーキングチーム案）を取りまとめ（令和 2年 10 月 20 日） 

９ 個別実施計画をもとに、第 4次大綱（事務局案）を作成。 

10 第 4 次大綱（事務局案）を本部員・ワーキングチームメンバーに配布し、必要な修正等

を加えたうえ、大綱（第一次案）とする。 

11 行財政改革推進委員会（令和 2年 10月 30 日） 

・経過報告 

・大綱、及び個別実施計画（第一次案）の説明と意見交換 

12 推進委員会の提言、本部会議での検討結果を受けて、個別実施計画（第一次案）を本部

員、ワーキングチームメンバーに配布し（令和 2 年 11 月 18 日）必要な修正等を加えた

うえ、大綱（第二次案）とする。 

13 行財政改革推進委員会（令和 2年 12月 15 日） 

・大綱、及び個別実施計画（第二次案）の策定に関する協議 

14 パブリックコメント実施（令和 2年 12 月 28 日から令和 3年 1 月 12 日）(意見なし) 

15 行財政改革推進委員会（令和 3年 1月 22 日） 

・大綱、及び個別実施計画（第二次案）の策定に関する協議 

16 推進委員会の提言、本部会議での検討結果を受けて、大綱及び個別実施計画をとりまと

め。 

17 議会全員協議会にて、第 4次大綱及び個別実施計画を報告（令和 3年 2 月 22 日） 


